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はじめに 

 地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）の一部改正を受け、久留米市（以下「市」

という。）では、平成１８年４月１日から公の施設におきまして指定管理者制度を導入してい

ます。 

 指定管理者制度は、公の施設の管理を地方公共団体が指定する団体に行わせる制度であっ

て、公の施設の管理方法の選択肢を広げ、住民サービスの向上、公民協働の促進及び管理運

営コストの縮減等を図ることを目的としています。 

 筑邦市民センター多目的棟及び耳納市民センター多目的棟（以下「多目的棟」という。）は、

市民の文化の向上、余暇の活用、学習活動の支援及び交流活動の促進を図り、もって豊かな

市民生活の実現に資することを目的に設置された公の施設です。現在の指定管理者の指定期

間が令和２年３月３１日をもって終了することから、次期の指定管理者を募集します。 

 

 

 １ 筑邦市民センター多目的棟の施設概要 

 

（１） 場 所 久留米市大善寺町宮本１６５番地６ 

 

（２） 構造等 鉄骨・鉄筋コンクリート造２階建 

建築面積 １，０８１㎡ 延床面積 １，６４１㎡ 

 

（３） 開館日 平成１１年５月２３日 

 

（４） 内 容 

 名称 収容人員 

１階 

ホール      （４５６㎡） ３００名 

図書室      （３１２㎡） － 

事務室       （５６㎡） － 

エントランスホール（１５０㎡） － 

２階 

会議室Ａ      （４７㎡） １８名 

会議室Ｂ      （４７㎡） １８名 

トレーニング室   （７４㎡） － 

団体活動室     （３８㎡） １５名 

控室        （１８㎡） ８名 

更衣室       （２５㎡） ― 

交流サロン     （７３㎡） － 
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 名称 収容人員 

親子観覧席     （２１㎡） ５×２名 

調整室       （１５㎡） － 

 

 

２ 耳納市民センター多目的棟の施設概要 

 

（１） 場 所 久留米市善導寺町飯田２０２番地１ 

 

（２） 構造等 鉄骨・鉄筋コンクリート造２階建 

建築面積 １，２１７㎡ 延床面積 １，６２３㎡ 

 

（３） 開館日 平成１３年５月２６日 

 

（４） 内 容 

 名称 収容人員 

１階 

ホール      （５１０㎡） ３００名 

図書室      （３１２㎡） － 

事務室       （５６㎡） － 

エントランスホール （８０㎡） － 

２階 

会議室       （４０㎡） ２０名 

トレーニング室   （８３㎡） － 

団体活動室     （４０㎡） １４名 

更衣室       （２５㎡） ― 

交流サロン     （７３㎡） － 

空調調整室     （３１㎡） － 

 

 

 ３ 指定期間 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで（５年間） 

 

 

 ４ 指定管理者の業務の範囲及び管理運営の基準 

   市民センター多目的棟指定管理者業務仕様書のとおり 
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 ５ 開館時間及び休館日 

 

（１） 開館時間・開室時間 

 

① 多目的棟の開館時間は、午前９時３０分から午後９時３０分までとします。 

   ② 多目的棟図書室（以下「図書室」といい、「筑邦市民センター多目的棟図書室及び

耳納市民センター多目的棟図書室」の双方を含む。）の開室時間は、午前１０時から

午後８時までとします。 

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年７月２０日法

律第１７８号）に規定する休日における開室時間は、午前１０時から午後６時まで

とします。 

 

（２） 休館日・休室日 

 

① 多目的棟の休館日は、１月１日から１月３日までの日及び１２月２９日から１２

月３１日までの日並びに月曜日とします。 

② 図書室の休室日は、次の通りとします。 

ア 月曜日 

    イ １月１日から１月４日までの日及び１２月２８日から１２月３１日までの日 

    ウ 室内整理日（第４木曜日） 

    エ 特別整理期間（例年３月） 

    オ 多目的棟の管理運営上必要と認められる日（改修工事期間等） 

 

 

 ６ 利用料金 

 

 （１） 利用料金制度 

 

     多目的棟の管理運営にあたっては、指定管理者の経営努力を促すとともに、指定

管理者及び市の事務の効率化を図るため、地方自治法第２４４条の２第８項の規定

に基づく「利用料金制度」を導入しています。従って、指定管理者は管理運営に係

る収支について一定の責任を負うこととなり、多目的棟の利用を促進し収入の確保

を図る必要があります。 

     なお、利用料金の額は、久留米市市民センター多目的棟条例（以下「多目的棟条

例という。」）（平成１１年３月３１日久留米市条例第７号）に規定する範囲内におい

て定めるものとします。 
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 （２） 利用料金の減免 

 

     利用料金の減免及び返還については、多目的棟条例第１６条及び第１７条により

規定されています。利用料金の減免分については市からの補填はありません。 

     なお、市による公用利用は、減免の適用とします。 

 

 

 ７ 管理運営経費 

 

 （１） 管理運営経費の支払いについて 

 

     多目的棟の管理運営に関する経費は、利用料金、指定管理料及びその他の収入を

もって充てることとします。 

     ただし、上下水道料及び筑邦市民センター多目的棟の電気使用料は、市が負担し

ます。 

 

 （２） 指定管理料について 

 

     指定管理料の支払総額（限度額）は次のとおりです。 

また、指定管理料は（※）定額払い方式を採用し、具体的な指定管理料の金額及

び支払い方法については、締結する協定書により定めます。 

     （※）定額払い方式 … 管理運営経費を経営努力により節減した場合は収益に、

同経費が増大した場合は損失になる。 

 

事項 期間 限度額（５年間） 

多目的棟指定管理料 令和２年度から令和６年度 ２９１，６５５千円 

 

 

 ８ 応募資格及び欠格事項等 

 

指定期間中、安全かつ円滑に多目的棟を管理運営することができる法人その他の団体

（以下「団体」という。）が対象で、法人格の有無は問いません。 

グループ（共同企業体等）で応募する場合は、意思決定等を行う本社等の機能を久留

米市内に有する団体が当該グループの構成団体に含まれていなければならず、その応募

にあたっては当該グループの代表団体を定めてください。 

   なお、次の（１）から（６）のいずれかに該当する団体は応募できません。また、グ

ループ応募の場合は、その構成団体のいずれかが、次の（１）、（３）、（４）、（５）、（６）、

（７）のいずれかに該当する場合も応募できません。 
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（１） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当する団体 

（２） 久留米市内に事務所又は事業所を有していない団体 

 （３） 税を滞納している団体 

 （４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）の規定による更生又は再生手続きを開始している団体 

 （５） 久留米市から指名停止措置を受けている団体 

 （６） 次に掲げる者が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれに準ずる

地位に就任し、又は、実質的に経営等に関与している団体 

   ① 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、久留米市における一般競

争入札等の参加を制限されているもの 

   ② 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、久留米市その他の地方公共団

体において、指定管理者の指定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過し

ないもの 

   ③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規

定する暴力団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有するもの 

 （７） 次に掲げる事由に該当する団体 

   ① 単独で応募した団体が、グループ応募の構成団体になること 

   ② 複数のグループによる応募の構成団体になること 

 

 

 ９ 公募に係る書類等の配布 

 

 （１） 配布期間 

 

     令和元年６月１４日（金）から令和元年８月３０日（金）まで 

     （８時３０分から１７時１５分までとし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 

 （２） 配布場所 

 

     市公式ホームページからダウンロードできるほか、次の場所でも配布しています。 

   ① 久留米市市民文化部高牟礼市民センター 

      所在 〒839-0851 久留米市御井町 2259番地 3 

      電話 0942-45-0099 FAX 0942-41-1107 

      E-mail  takamure@city.kurume.fukuoka.jp 

   ② 久留米市市民文化部耳納市民センター 

      所在 〒839-0824 久留米市善導寺町飯田 202番地 6 

      電話 0942-47-0099 FAX 0942-41-5107 

      E-mail  minou@city.kurume.fukuoka.jp 
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   ③ 久留米市市民文化部筑邦市民センター 

      所在 〒830-0073 久留米市大善寺町宮本 165番地 12 

      電話 0942-27-0099 FAX 0942-51-3107 

      E-mail  chikuhou@city.kurume.fukuoka.jp 

   ④ 久留米市市民文化部上津市民センター 

      所在 〒830-0055 久留米市上津 1丁目 13番 21号 

      電話 0942-21-0099 FAX 0942-51-2107 

      E-mail  kamitsu@city.kurume.fukuoka.jp 

   ⑤ 久留米市市民文化部千歳市民センター 

      所在 〒839-0809 久留米市東合川 8丁目 6番 21号 

      電話 0942-44-0099 FAX 0942-41-1207 

      E-mail  chitose@city.kurume.fukuoka.jp 

   ⑥ 久留米市市民文化部総務（久留米市庁舎 12階） 

      所在 〒830-8520 久留米市城南町 15番地 3 

      電話 0942-30-9814 FAX 0942-30-9714 

      E-mail  shiminbu@city.kurume.fukuoka.jp 

 

 （３） 配布資料 

 

   ① 市民センター多目的棟指定管理者募集要項（本書） 

    （資料 １） 公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例 

    （資料 ２） 公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

    （資料 ３） 市民センター多目的棟条例 

    （資料 ４） 市民センター多目的棟条例施行規則 

    （資料 ５） 個人情報保護条例 

    （資料 ６） 情報公開条例 

    （資料 ７） 行政手続条例 

    （資料 ８） 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

    （資料 ９） 暴力団排除条例 

    （資料１０） 市立図書館条例 

    （資料１１） 市立図書館条例施行規則 

    （資料１２） 市民センター多目的棟参考資料 

    （資料１３） モニタリングマニュアル 

   ② 市民センター多目的棟指定管理者募集要項（様式集） 

    （第１号様式）   指定管理者指定申請書 

    （第１号様式の２） グループ応募構成書 

    （第２号様式）   応募資格に係る申立書 

    （第３号様式）   管理運営計画書 
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    （第４号様式）   管理運営に係る収支計画書 

    （第５号様式）   勤務条件計画書 

    （第６号様式）   質問書 

    （第７号様式）   委任状 

   ③ 市民センター多目的棟指定管理者業務仕様書 

 

 

１０ 申請に係る事項 

 

 （１） 申請期間 

 

     令和元年８月１６日（金）から令和元年８月３０日（金）まで 

     （８時３０分から１７時１５分までとし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 

 （２） 提出先 

 

     市民文化部高牟礼市民センター 

      所在 〒839-0851 久留米市御井町 2259番地 3 

      電話 0942-45-0099 FAX 0942-41-1107 

      E-mail  takamure@city.kurume.fukuoka.jp 

 

 （３） 提出要領 

 

   ① 正本１部及び副本（コピー可）６部の計７部を提出してください。 

   ② 用紙サイズはＡ４サイズに統一してください。他の機関が発行する証明書類等で

原本がＡ４サイズと異なる場合は、副本のみＡ４サイズで統一してください。 

③ 「（第１号様式）指定管理者指定申請書」中に掲げる添付書類の項目順にインデッ

クスを付してください。 

④ 左とじでフラットファイル等につづり、背表紙及び表紙に多目的棟の名称、応募

団体の名称、正本、副本を明記してください。 

 

 （４） 提出方法 

 

①  提出方法は、持参又は郵送とし、郵送の場合は「一般書留」「簡易書留」など配

送が確認できる方法で提出してください。令和元年８月３０日（金）１７時１５

分必着とします。 

   ② 郵送物には、「指定管理者申請書類在中の表示」及び「応募団体の名称」を明記し

てください。 
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１１ 申請書類 

 

 （１） 指定管理者指定申請書（第１号様式） 

 

 （２） グループ応募構成書（第１号様式の２）［グループ応募の場合］ 

 

 （３） 団体の定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

 

 （４） 法人登記事項証明書（写し可）［法人の場合］ 

 

 （５） 役員名簿（氏名、ふりがな、生年月日及び性別が記載されたもの）及び履歴書 

 

 （６） 代表者の身分証明書［非法人の場合］ 

 

 （７） 応募資格に係る申立書（第２号様式） 

 

 （８） 国税に滞納がない旨がわかる証明書または国税の納税義務がない旨を記載した申

立書（第２号様式） 

 

 （９） 都道府県税に滞納がない旨がわかる証明書または都道府県税の納税義務がない旨

を記載した申立書（第２号様式） 

 

（10） 久留米市税に滞納がない旨がわかる証明書または久留米市税の納税義務がない旨

を記載した申立書（第２号様式） 

 

 （11） 久留米市以外の市町村税に滞納がない旨がわかる納税証明書またはその納税義務

がない旨を記載した申立書(第２号様式) 

 

 （12） 管理運営計画書（第３号様式） 

計画書の作成にあたっては消費税率を１０％として作成すること。 

 

 （13） 管理運営に係る収支計画書（第４号様式） 

計画書の作成にあたっては消費税率を１０％として作成し、利用料金収入につい

ては、現行の利用料金に１１０/１０８を乗じた額を基礎として算出すること。 

 

 （14） 勤務条件計画書（第５号様式） 

 

 （15） 団体の収支（損益）計算書またはこれらに相当する書類（２期分） 
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 （16） 団体の貸借対照表及び財産目録またはこれらに相当する書類（２期分） 

 

 （17） 団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支計画書またはこれらに相当する書類 

 

 （18） 団体の前事業年度の事業報告書またはこれらに相当する書類 

 

 （19） 団体のパンフレット等団体の概要がわかる書類 

 

 （20） 団体の組織に関する事項について記載した書類またはこれらに相当する書類 

 

 （21） 類似の事業（官公庁から委託を受けた事業等）の活動実績に関する書類 

 

申請書類作成にあたっての注意点 

 

   ● 証明書等は発行日から３か月以内のものを提出してください。 

   ● 滞納税がない旨の証明書については、委任を受けた場合は、国税にあっては本社

所在地にある税務署発行のものを、都道府県税及び市町村税にあっては受任地発行

のものを提出してください。 

   ● 管理運営に係る収支計画書を作成するにあたっては、（資料１２）久留米市市民セ

ンター多目的棟参考資料を活用してください。 

   ● 団体の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類について、設立から会計年

度２期を経過しない団体である場合は設立以降の分を提出してください。また、発

足間もない団体で経済取引がない場合は、任意様式にて該当なき旨を記載した書類

を提出してください。 

   ● 団体の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類について、設立から会

計年度２期を経過しない団体である場合は設立以降の分を提出してください。また、

発足間もない団体で経済取引及び財産がない場合は、任意様式にて該当なき旨を記

載した書類を提出してください。 

   ● グループ応募にあたっては、当該グループの結成協定書又はこれらに相当する書

類を提出してください。 

 

１２ 選定方法 

 

 （１） 基本方針 

 

     市が設置する選定委員会において、審査基準に基づく総合的判断により指定管理

者候補者（優先交渉権者）を選定します。また、二次審査の対象団体が３以上ある

場合は、第２順位の候補者まで選定します。 



12 

 

 （２） 一次審査 

 

     一次審査は書類審査とし、審査結果は審査後速やかに全ての申請者に対して文書

にて通知します。 

 

 （３） 二次審査 

 

     一次審査通過者に対して、令和元年１０月上旬までに二次審査（プレゼンテーシ

ョン審査）を実施します。 

 

   ① 団体の代表者又は代理人を含めて３名以内の出席とします。 

   ② 二次審査の日時・会場等については、決定次第速やかに文書等にて通知します。 

   ③ 審査基準に基づく総合点数の最低基準に到達する団体がなかった場合、全ての二

次審査参加者に対してその旨を示したうえで、必要な期間を定めて再度、必要書類

の提出を求め、２回目の審査を実施します。 

     なお、これらの審査の結果、候補者なしとする場合もあります。 

 

 

１３ 審査基準 

 

   以下の審査基準と配点（委員一人あたり）に基づく総合点数方式により選定します。 

 

 

１ 住民の利用に関し公平性を確保することができるものであること ２０点 

 ① 「公の施設」、「指定管理者」の意義や、それに関する基礎的な知識を有しているか 

② 多目的棟の設置目的に基づいた管理運営方針が示されているか 

 ③ 利用者の公平・公正を確保するための考え方や手法が具体的に示されているか 

 ④ 情報公開・個人情報保護・環境保全・障害者に対する合理的配慮に関する考え方は適切であるか 

２ 多目的棟の効用を最大限に発揮させるものであること ３５点 

 ① 管理運営業務が仕様書の基準を満たしており、その内容及び効果が明確であるか 

 ② 自主事業の企画内容が、多目的棟の設置目的の実現に寄与するものであるか 

 ③ 利用者の要望の把握及び事業への反映についての配慮は適切であるか 

 ④ 地域住民、利用団体及びボランティア団体との連携について配慮されているか 

 ⑤ 非常時対応について利用者等への安全配慮及び市に対する連絡体制は適切であるか 
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３ 管理運営経費の縮減が図られているものであること １０点 

 ① 効率的な管理運営のための具体的な計画や工夫が示されているか 

 ② 指定管理料を最小限に抑え、利用料収入及び事業収入を向上させる提案内容であるか 

４ 管理運営を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること ２５点 

 ① 類似施設を良好に運営した経験や類似業務の実績があるか 

 ② 団体の財務状況は健全であるか 

 ③ 管理運営を安定的に行うことが可能な職員配置計画及び採用計画となっているか 

 ④ 職員に対する人材育成・研修計画は適切であるか 

 ⑤ 配置職員の勤務形態及び勤務条件は適切であるか 

５ 地域経済の活性化に寄与することが認められるものであること １０点 

 ① 地域経済活性化につながる管理運営方針となっているか 

 ② 地域経済活性化につながる人材活用について配慮しているか 

 

 

１４ 選定結果 

 

 （１） 二次審査の結果は、審査後速やかに二次審査に参加した全ての団体に対して文書

にて通知するとともに、令和元年１０月下旬までに市公式ホームページにおいて選

定結果の概要を公表します。その公表内容は、全ての二次審査参加者の名称、評価

及び採点表となります。 

 

 （２） 選定結果については、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく異議

申立又は行政不服審査法（昭和３７年法律第１３９号）に基づく訴の提起を行うこ

とができません。 

 

 

１５ 指定管理者の指定 

 

 （１） 指定管理者候補者として選定された団体は、令和元年１２月開催予定の市議会の

議決を経て指定管理者として指定される予定です。 

     ただし、議決を経るまでの間に、指定管理者として指定することが著しく不適当

であると認められる事情が生じた場合は、指定管理者候補者としての資格を取り消

すことがあります。 
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 （２） 指定管理者の指定を受けられないことによって生じる一切の損害について賠償請

求はできないものとします。 

 

 

１６ 選定スケジュール 

 

● 公募に係る書類等の配布期間      ６月１４日（金）～８月３０日（金） 

   ● 現地説明会の開催           ７月１２日（金） 

   ● 質問書提出期間            ７月１２日（金）～８月２日（金） 

   ● 質問書回答期限            ８月 ９日（金） 

   ● 応募受付期間             ８月１６日（金）～８月３０日（金） 

   ● 一次審査（書類審査）         ９月下旬 

   ● 二次審査（プレゼンテーション審査） １０月上旬 

   ● 選定結果の公表           １０月下旬 

   ● 指定管理者候補者との仮基本協定締結 １１月 

   ● 指定管理者の指定          １２月市議会議決後 

   ● 年度協定の締結・管理運営開始    令和２年４月１日 

 

 

１７ 現地説明会 

 

 （１） 開催趣旨 

 

     応募方法、申請書類、指定管理者業務及び現場の状況等について説明会を開催し

ます。 

 

 （２） 開催日時・場所 

 

     令和元年７月１２日（金）１０時～ 筑邦市民センター多目的棟 ２階会議室 

                 １３時～ 耳納市民センター多目的棟 ２階会議室 

 

 （３） 参加人数 

 

     一団体につき２名以内（グループ応募の場合は一グループにつき２名以内） 

 

 （４） 申込方法等 

 

   ① 申込期限 … 令和元年７月１１日（木）１７時１５分必着 
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   ② 申 込 先 … 市民文化部高牟礼市民センター 

             所在 〒839-0851 久留米市御井町 2259番地 3 

             電話 0942-45-0099 FAX 0942-41-1107 

             E-mail  takamure@city.kurume.fukuoka.jp 

   ③ 申込方法 … 以下の内容を電子メール、郵送、ＦＡＸにより送付してください。 

なお、様式は問いませんが、表題に「指定管理者現地説明会参加」と明記してく

ださい。 

    ア 団体の名称 

    イ 役職等の名称 

    ウ 氏名 

    エ 連絡先 

 

 （５） 留意事項 

 

   ① 説明会への参加は応募の必須条件ではありません。 

   ② 筑邦市民センター多目的棟から耳納市民センター多目的棟へは参加者各自で移動

してください。 

   ③ 説明会において質疑応答は行いません。 

 

 

１８ 質問受付及び回答 

 

 （１） 質問期間 

 

     令和元年７月１２日（金）～令和元年８月 ２日（金）１７時１５分 

 

 （２） 質問方法等 

 

     市民文化部高牟礼市民センターに対して、質問書（第６号様式）を電子メール、

郵送、ＦＡＸにより提出してください。 

 

 （３） 回答方法等 

 

     令和元年８月 ９日（金）までに市公式ホームページに掲載します。 

 

 （４） 留意事項 

 

   ① 電話による質問は受け付けません。 
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   ② 個別回答は行いません。 

   ③ 回答は、本募集要項を補足するものとします。 

 

 

１９ 基本協定の締結 

 

 （１） 最優秀提案者を指定管理者候補者として仮基本協定を締結します。当該仮基本協

定は、同協定書に双方が記名押印のうえ、同候補者が「暴力団排除に係る条項を記

載した誓約書」に記名押印した時点で確定します。 

     なお、仮基本協定の締結に際しては、指定管理者候補者の責任において、同協定

書への印紙貼付の要否を管轄税務署に確認のうえ必要に応じて貼付してください。 

 

 （２） 令和元年１２月市議会の議決を経て指定管理者として指定したときに、仮基本協

定は成立し、同協定書は書きかえることなく基本協定書とします。 

 

２０ その他留意事項 

 

 （１） 指定管理の対象は、筑邦市民センター多目的棟及び耳納市民センター多目的棟の

２棟です。従って、いずれか一方についてのみ申請することはできません。 

 

 （２） ひとつの団体が複数の提案をすることはできません。 

 

 （３） 申請に関する費用は全て申請者の負担とします。 

 

 （４） 受領した申請書類は理由の如何にかかわらず返却しません。 

 

 （５） 受領した申請書類の変更は、軽微な修正を除き認めません。 

 

 （６） 申請を取り下げる場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

 

 （７） 市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合があります。 

 

 （８） 申請書類に虚偽記載があった場合又は関係法令に違反した場合は失格とします。 

 

 （９） 申請書類の著作権は申請者に帰属しますが、選定結果の公表及び情報公開条例に

基づく情報開示請求への対応にあたって必要な場合は、市は無償で使用できるもの

とします。また、申請書類は、市議会の審議及び情報公開の請求の際、原則として

公開します。 
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 （10） 選定委員会委員その他本件選定手続きに関係する職員に対して個人的に接触する

ことを禁止します。当該接触の事実が認められたときは失格とする場合があります。 

 

 （11） 市は、暴力団排除のため申請書類に基づき警察に照会することがあります。 

 


